
 

 

議案第 51号 

                                    

   桐生市下水道条例の一部を改正する条例案 

                                    

 桐生市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

                                    

令和元年 8月 28日提出 

                      

桐生市長 荒 木 恵 司   



 

 

桐生市下水道条例の一部を改正する条例 

 

桐生市下水道条例(平成 17年桐生市条例第 66号)の一部を次のように改正する。 

第 2条第 14号中「、規則」を「、市長が規則」に改める。 

第 7条第 1項第 4号ア中「成年被後見人若しくは被保佐人又は」を削る。 

第 38条第 2号中「沈殿池」を「ちんでん池」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年 12月 14日から施行する。 



 

 

議 案 説 明 

 

議案第 51号 桐生市下水道条例の一部を改正する条例案 

                                    

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律が制定されたことに伴い、下水道排水設備指定工事店の指

定基準に係る欠格事項から成年被後見人及び被保佐人を削除しようとするも

のです。 


